
①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
６

の 要 61 62 、 類 53
54 の 57 58 の し

取得等 の 取得等 の た の の

用

財産

記

要

の

50

記し

の

50

記し

3

3 6 3 0 1 0 1

名古屋北

会社員

ナコ゛ヤ イチロウ

×××

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋  一郎

××× ××××××× ××××

4 2 18

32 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

0

××××××××△△△ △

、 分の 用の 取得 た 、 の 、 の
の した の種類 、 等 、 の

の取得 し、 し の
の取得の の 等の した の た

取得等 の 用し、 し た 、
取得等 の た の の の 用
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32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
６

(注) 得 とは、 の と の合計額に、 得金額、山林 得金額を加 した金額です。

告 の 得 ある場合には、それらの 得金額（ （ ）期譲 得については特別 除 の

金額）の合計額を加 した金額です。

事業 得、 動産 得、 与 得、 合 の利 得・配当 得・ 期譲 得及び雑 得の合計

額（ 益の通 の金額）

合 の 期譲 得と 得の合計額（ 益の通 の金額）の の の金額

ただし、 除（ 、雑 、居住用財産の え等の場合の譲 及び特定居住用財産の譲

の 除など）を受けている場合は、その適用 の金額をいいます。

名古屋  吾郎

名古屋  一郎

名古屋市北区○○丁目×番×号
ナコ゛ヤ コ゛ロウ

1

0 3 0 6 0

3 3 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

名古屋市北区〇〇丁目×番

名古屋市北区〇〇丁目×番地（家屋番号□番□）

6

0 3 0 4 1 3

3 3 8 0 3 0 5

名古屋北4 2 18

☆ ☆ ☆ ☆

取得等

の の 用

記 し

記

の し

、

し

の財

産の

記し

種 、

産 記

、

記 の

の

類 の

・ ・ の

の

類 の

・ ・ の

名古屋市北区×丁目×番×号
□□銀行△△支店
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
６

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 の （「住宅取得等資金の

」の適用を受ける のみ）及び に加えて、「相 出書」（ 73 参 ）の 出

となります。

は、 の ( 2 に作 します。

取得等

の た

の

の の

用

、□ 記

し

記

の

し

の

48

記し

の

48

記し

の

の 49

記し

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
例
６

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 の （「住宅取得等資金の

」の適用を受ける のみ）及び に加えて、「相 出書」（ 73 参 ）の 出

となります。

は、 の ( 2 に作 します。

取得等

の た

の

の の

用

、□ 記

し

記

の

し

の

48

記し

の

48

記し

の

の 49

記し

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）

4 2

3

18

63 1 1

38 53

長男

×××-×××× ××× ××× ××××

名古屋北

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋市北区○○丁目×番×号

名 古 屋　一 郎
ナ   ゴ   ヤ　 イチ ロウ

名 古 屋　吾 郎
ナ   ゴ   ヤ　　 ゴ  ロウ

（

（ ） ）

人

人

✓

の の 、
・ 等 の の 用
・ 等 の の の 用し

の 類の
載し
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